
庁 議
日時：２月２４日（火）PＭ１：３０～ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 太田市国民健康保険税条例の一部改正について 健康医療部長

【報告事項】

1. 太田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について 企画部長

の専決処分について

2. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 総務部長

3. 太田市印鑑条例の一部を改正する条例についての専決処分について 市民生活部長

4. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 都市政策部長

【連絡事項】

1. 令和７年度内部監査の結果等について 企画部長

2. 第２次太田市総合計画 後期行動計画の評価について 企画部長

3. 令和９年４月１日付採用に係る職員採用試験の実施について 企画部長

4. 障がい者雇用の取り組みについて 企画部長

5. 新たな「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律にかかる 企画部長

太田市特定事業主行動計画」の策定について

6. 令和６年度決算における統一的な基準による財務書類について 総務部長

7. エアリスベース開館１周年記念イベントの開催について 文化スポーツ部長

8. 「上州太田スバルマラソン」参加料及び定員の改定について 文化スポーツ部長

9. 後期高齢者医療保険料率の改定について 健康医療部長

10. 太田市空家等対策計画の期間延長について 都市政策部長

11. 令和７年度 ＯＴＡＣＯ２０％上乗せキャンペーン事業の実施結果 産業環境部長

について

12. 市内経済活性化事業（食料品等購入支援）の実施結果について 産業環境部長

【その他】

1. 令和８年度定例記者会見開催予定について 企画部部長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆次回庁議予定◆ ３月６日（金）AＭ９:００～ ＜庁議室＞ ・案件名報告：２月２４日（火）PM5:00
・資 料 提 出：２月２７日（金）PM5:00



２月２４日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大沢 英利 内線（TEL）3400

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市国民健康保険税条例の一部改正について

【 目 的 】

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年 法律第４７号）により、支援

金制度が令和８年度に創設されることを受け、太田市国民健康保険税条例の一部を改正する

ものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

令和８年度の支援金制度創設により、子ども・子育て支援金を拠出することが必要と

なるため、太田市国民健康保険税条例の一部改正を行い、子ども・子育て支援納付金

課税額を新設します。

なお、１８歳未満被保険者に課する均等割については、均等割額全額を減額する措置

が講じられます。

子ども・子育て支援納付金課税額

２ 施行日 令和８年４月１日

３ その他 令和８年３月定例会に議案を提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 国民健康保険課 保険係 内線2565 47-1825 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

区 分 所得割 均等割
18歳以上

均等割
平等割

税 率 ０．３％ １，２００円
（ 追加分 ）

１００円
８００円



 ２月２４日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                企画部長 氏名 中村 友精   内線（TEL）２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  令和８年４月１日より「太田市外三町広域清掃組合」から「太田市外三町清掃斎場組合」

に名称変更となり、地方自治法第１８０条第１項の規定により、必然的に改正を要し、独自

の判断をする余地がない字句の修正にあたるため専決処分したことについて報告するもの

です。 

 

【 概 要 】 

 １ 改正概要 

「太田市外三町広域清掃組合」を「太田市外三町清掃斎場組合」に改めます。 

 

 ２ 施行日 

令和８年４月１日 

 

３ 専決処分日 

令和８年２月３日 

 

 ４ 根拠法令 

   ・地方自治法第１８０条第１項 

   ・市長において専決処分することができる事項の指定について（平成２１年３月１９日

議決）第１項 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ 



　２月２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　資料No.２    
●内　容　【　2.報告事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　総務部長　氏名　前原　郁　内線（TEL）２３００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

　　損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

【 目 的 】 

　公用車の事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告するものです。 

【 概 要 】 

１　損害賠償表 

２　本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

３　損害賠償の支払いについては、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて対応しました。 

４　地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和８年３月委員会協議会あてに報告します。 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　総務部　収納課　収納二係　 

内線３２１１　　４７－１９４６　（ダイヤルイン）

 
専決処分日

損害賠償額 
（損害額）

過失 
割合

事故概要

 

1 令和8年2月6日
82,357円 

（82,357円）
10割

令和７年１２月２２日、太田市鳥山
下町３８７番地３の前橋地方法務局
太田支局駐車場において、駐車中であ
った公用車より職員が降車する際、右
側前部座席ドアを開放したところ、突
風により開放中のドアの末端が右隣
りに駐車中であった普通乗用車の左
側前部ドアに接触し、これが損傷した
ことにより、その所有者である相手方
に損害を与えたものです。



２月２４日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 山影 正敏 内線（TEL）2400

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市印鑑条例の一部を改正する条例についての専決処分について

【 目 的 】

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴い、太田市印鑑

条例に所要の改正を行うことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条

第１項の規定に基づき、専決処分したことを報告するものです。

【 概 要 】

１ 改正内容 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和７年法律第４６号）の施行により、太田市印鑑条例第１７条

中の引用条項の号に繰下げが生ずるため、同条を改正するものです。

（現 行） 第１２条の２第４項第２号ロ

（改正後） 第１２条の２第４項第３号ロ

２ 施行日 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和７年法律第４６号）の施行の日

３ 専決処分日 令和８年２月１３日

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和８年３月委員会協議会あ

てに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 管理証明係 内線2414 ４７－１９３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月２４日 庁議提出案件 資料No. ４
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 克弘 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

市道において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告す

るものです。

【 概 要 】

１ 市道において発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 三井住友海上火災保険株式会社道路賠償責任保険にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和８年３月委員会協議会あてに

報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線 2711 ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

(損害額)

市過失

割合 事故概要

１ 令和8年2月4日 36,795円

(73,590円)

５割 令和７年６月５日、太田市富沢町６３番２先の

市道において、相手方の親族が運転する相手方

所有の乗用車が西進中に、当該市道上の舗装穴

を通過した際、当該乗用車の右前輪のタイヤに

より舗装穴にはまっていた舗装片が跳ね上げら

れ、右後輪タイヤ及びホイールに接触したこと

により、当該右後輪のタイヤ及びホイールが損

傷し、その所有者である相手方に損害が生じた

ものである。



２ 月 ２４ 日 庁議提出案件 資料No.1
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

企画部長 氏名 中村 友精 内線（TEL）2200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和７年度内部監査の結果等について

【 目 的 】

各課の業務が太田市マネジメントシステムに基づき計画に従って実施されているかを内部

監査員及び各所属長が確認し、その結果摘出された事項を改善に結びつける活動等として適

正に実施していることを報告するものです。

【 概 要 】

１ 令和７年度内部監査の結果

・内部監査（太田市マネジメントシステム）

・内部監査（情報セキュリティ）

２ 未終息の要改善事項累計件数（令和８年２月末時点）

・８件（参考 令和６年度 １１件）

３ 所属長によるセルフチェックの結果

・指摘項目（要改善・問題あり）

３８件 （参考 令和６年度 ４６件）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部企画政策課企画政策係 内線 2293 47-1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

期日 令和７年１０月１日（水）～令和７年１２月２２日（月）

対象課数 ３２課

重点確認事項

・施策の方針及び事務事業の目標

・資源の提供

・サービス提供のプロセス

結果 ・グッドポイント １６件（１６課）

期日 令和８年１月２０日（火）・２２日（木）・２３日（金）の計３日間

対象課数 ２０課

監査事項 ・情報セキュリティポリシーに基づく情報資産の適切な運用状況の確認

結果

・情報セキュリティリスクにつながる事象を確認し、該当部署に対して改

善を指示（外部記録媒体によるデータ移行時のウィルスチェックの未実

施、事象・事故発生時の記録作成及び報告の未実施等）



２月 ２４日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 中村 友精 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

第２次太田市総合計画 後期行動計画の評価について

【 目 的 】

「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」を将来都市像とした、第２次太田市総合計

画【平成29（2017）年度～令和６（2024）年度】の計画期間が満了したことから、後期行動

計画で掲げた数値目標の達成度について評価したものです。

【 概 要 】

１ 第２次太田市総合計画 後期行動計画の概要

（１）計画期間 令和３年度から令和６年度までの４年間

（２）基本理念 ①教育文化の向上、②福祉健康の増進、③生活環境の整備、

④産業経済の振興、⑤都市基盤の整備、⑥健全な行政運営の推進

（３）基本施策 39施策（①７施策、②６施策、③９施策、④４施策、⑤８施策、⑥５施策）

２ 評価方法

各施策に設定されている活動指標及び成果指標に関して、下記のとおり評価しました。

３ 評価結果（全体）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 47-1892（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 内線２２９２

評価 達成度

達成 現状値に対する達成率100％以上

順調 50％～100％未満

不十分 0％（0％未満含む）～50％未満

未評価 事業廃止や未実施、目標年次未達などにより、評価できなかったもの

達成
52.7%

順調

22.6%

不十分

19.4%

未評価

5.4%

活動指標

達成

37.6%

順調

18.3%

不十分

38.7%

未評価

5.4%

成果指標



　２月２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　 資料No.３  
●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　3.その他（人事課ホームページ公開日以後） 】 
 

　　　　　　　　　　　　　　企画部長　　中村　友精 　 内線２２００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和９年４月１日付採用に係る職員採用試験の実施について 

 

【 目 的 】 

令和５年度から令和１３年度までは、定年引上げ期間中であるため、定年退職者は２年に

一度しか生じませんが、専門的な知見の世代間の承継や計画的な人事配置・人材育成を行い、

将来にわたり安定的に行政サービスを提供するため、長期的な採用計画を踏まえ、太田市職

員採用規則等に基づき実施するものです。 

 

【 概 要 】 

１　採用予定の職種及び人員 

　＊採用予定人数については、前期試験と後期試験の合計数となります。 

 

２　試験実施日程等 

　①前期試験 

 

 

 職　種 区　分 人　数
 

行政職

一般事務(大学) ２３人程度
 一般事務(高校卒業程度) ２人程度
 一般事務(キャリアアップ枠) ２人程度
 一般事務(障がい者) １人程度
 

行政職 
（専門）

建築事務(大学) １人程度
 機械事務(大学) １人程度
 電気事務(大学) １人程度
 土木事務(大学) ２人程度
 保健師 ２人程度
 管理栄養士 １人程度
 心理士 １人程度
 学芸員 １人程度
 

技能労務職
土木作業 １人程度

 バス運転手 １人程度

 区　　分 第１次試験 第２次試験 第３次試験 合格発表

 一般事務(大学、キャリアアップ

枠)、建築、機械、電気、土木、

保健師、管理栄養士、心理士及

び学芸員

５月１７日(日) ６月中旬 ７月中旬 ８月上旬



　②後期試験 

　＊建築、機械、電気、土木、保健師、管理栄養士、心理士及び学芸員の試験について、前期試験に 

　　おいて採用予定者数を充足できた場合、当該職種の後期試験は実施しないこととします。 

 

３　周知方法 

ホームページ及び公式ラインにて周知するほか、４月１日号の広報おおたに記事を掲載し

ます。 

 

４　今年度の試験の特色 

①昨年度と同様に、近年応募者が減少している職種（一般事務(大学)、建築、機械、電気、

土木、保健師）及び毎年募集を行わないが専門性の高い職種（管理栄養士、心理士、学芸

員）について、年２回試験を実施することで、より多くの方に採用試験を受験してもらえ

るようにします。 

②民間企業における就職活動の早期化に対応し、主に民間企業の就職活動をしている学生

にも興味を持ってもらえるようにするため、前期試験の日程を例年よりも１ヶ月ほど前倒

しにしました。 

③国・都道府県・市区町村等の機関で会計年度任用職員等として、事務職の実務経験が通

算３年以上ある方を対象にしたキャリアアップ枠の採用を行います。会計年度任用職員等

として身に付けた経験や能力を太田市で発揮してもらうことを期待するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

　問い合わせ先　　企画部　人事課　労政係　内線２２３７　　４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

 区　　分 第１次試験 第２次試験 第３次試験 合格発表

 一般事務(大学)、建築、機械、

電気、土木、保健師、管理栄養

士、心理士及び学芸員 
＊２回目募集

９月２０日(日) １０月中旬 １１月上旬 １１月下旬

 
一般事務 
(高卒程度、障がい者)

９月２０日(日) １０月中旬 １１月上旬 １１月下旬

 
技能労務職 
(土木作業、バス運転手)

９月２０日(日) １０月中旬 ― １１月下旬



２月　２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.４  
●内　容　【　3.連絡事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　1.庁議後　】 

　　　　　　　　　　　　　　 　　企画部長　氏名　中村　友精　　 内線（TEL）２２００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

　　　障がい者雇用の取り組みについて 

 

【 目 的 】 

　　　障がい者の雇用促進等に関する法律に規定されている法定雇用率を達成するため、障が

い者雇用推進に向けた取り組みの内容と結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１．令和７年６月１日時点の障害者任免状況通報（別紙資料①参照） 

実雇用率は２．０８％と法定雇用率（２．８％）を未達成。不足人数１２人。 

  

２．対応内容及び結果 

（１）対応内容 

庁議にて各部局へ雇用要請、議会報告、記者会見、研修の実施 

（２）各課における対応結果（別紙資料②参照） 

雇用対応部署５課（人事課、障がい福祉課、教育総務課、学校教育課、市立太田高校） 

実雇用人数７人（雇用率算定上４．５人分） 

 

３．令和７年１２月３１日時点の実施状況 

　　実雇用率２．４３％。不足人数６．５人。 

基準に満たないため適正実施勧告（マスコミへの公表）となる見込み 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　　企画部　人事課　労政係　内線２２３２　４７－１８１０　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



 ２月２４日 庁議提出案件            資料No.５  
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              企画部長 氏名  中村 友精    内線 ２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

新たな「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律にかかる太田市特定事業主行動

計画」の策定について 

 

【 目 的 】 

女性活躍推進法に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する計画を平成２８年

４月に策定しました。法律の有効期限が令和８年３月３１日まででしたが、さらに令和１８

年３月まで１０年間延長されたため、令和８年度からの新たな計画を策定するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 計画期間   令和８年４月から令和１８年３月まで 

（計画期間のうち、前半５年を前期、後半５年を後期とする） 

２ 概要（詳細については別添計画書のとおり） 

（１）計画策定までの経過 

関係所属長及び職員による太田市特定事業主行動計画策定・推進委員会にて、計画

内容を審議するとともに、今後の計画推進を図る。 

（３）目標値の設定 

①課長以上の職位に占める女性職員の割合 

できるだけ早期に、課長以上の職位に占める女性職員の割合について２０％以上

を目指します。 

    ②消防職において採用した職員に占める女性職員の割合 

令和１２年度までの５年間で、消防職において採用した職員のうち女性職員の割

合を１０％以上にします。 

③職員一人当たりの超過勤務時間 

職員（消防本部において交替勤務がある所属の職員を除く）の時間外勤務時間数

（振替を除く）について、一人当たりの月平均時間を６．３時間（月平均／人）

とします 

④男性職員の育児休業の取得率 

令和１２年度までに２週間以上の育児休業を取得する男性職員の割合を８５％

以上にします。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月２４日 庁議提出案件            資料No.6   
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

               総務部長 氏名 前原 郁   内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和６年度決算における統一的な基準による財務書類について 

【 目 的 】 

総務省より示された統一的な基準による財務書類の作成により、企業会計的な視点からス

トック情報（資産・負債・純資産）や見えにくいコスト情報（減価償却費等）を明らかにす

ることで、より正確な市の財務状態を把握するために行うものです。 

【 概 要 】 

  一般会計等（一般会計、八王子山墓園特別会計）のほか、全体会計、連結会計による財務

書類４表を作成。特徴としては、発生主義・複式簿記の導入、固定資産台帳の整備、他団体

との比較可能性の確保などが挙げられます。 

 

１ 財務書類（一般会計等）について 

①貸借対照表（ＢＳ） 

基準日時点における財政状態を表示  

②行政コスト計算書（ＰＬ） 

費用・収益の取引高を表示 

資産 

319,654,498千円 
（▲2,048,662千円） 

負債 

67,310,001千円 
（▲205,240千円） 

 経常費用               91,363,784千円 

 経常収益                3,761,215千円 

うち現金預金 

 3,890,591千円 
（▲2,668,459千円） 

純資産 

 252,344,497千円 
（▲1,843,422千円） 

 臨時損失                  611,741千円 

 臨時利益          155,791千円 

※カッコ内は前年度比 

 

※有形固定資産減価償却率 

R4:62.8％ ⇒ R5:58.4％ ⇒ R6:59.2％ 

 純行政コスト         ▲88,058,519千円 

 ※現金支出を伴わない減価償却費や退職手

当引当金などを計上 

④資金収支計算書（ＣＦ） 

現金の受払いを３つの区分で表示 
 
③純資産変動計算書（ＮＷ） 

純資産(及びその内部構成）の変動を表示 

業務活動収支           7,887,207千円  前年度末純資産残高  254,187,919千円 

投資活動収支        ▲10,205,436千円  純行政コスト       ▲88,058,519千円 

財務活動収支       ▲308,651千円  財源（税収等、補助金）86,338,085千円 

前年度末資金残高    6,311,388千円  本年度差額           ▲1,720,434千円 

本年度末歳計外現金残高   206,082千円  本年度純資産変動額    ▲1,843,422千円 

本年度末現金預金残高  3,890,591千円  本年度末純資産残高    252,344,497千円 

※表示単位未満で四捨五入のため、合計等の金額で一致しない場合があります。 



２ 各指標の推移について 

  財務書類作成後３年間の推移のほか、参考として令和６年度類似団体平均を掲載しました。 

『償還元金を超えない市債の発行』により、⑦住民一人当たり負債額が減少しているほか、

⑤将来世代負担比率も改善が見られます。また、⑧プライマリーバランスは良好な状況にあ

りますが、引き続き税収や国県等補助金の確保に努めていきます。 

 

Ⅰ 資産の状況（将来世代に残る資産はどのくらいあるか） 
  

   R6 R5 R4  R5類似団体 

 
① 住民一人当たり資産額 千円 1,435 1,447 1,290 1,676 

② 歳入額対資産比率 年 3.07 3.21 2.98 3.50 

③ 有形固定資産減価償却率 ％ 59.2 58.4 62.8 51.4 

      

Ⅱ 資産と負債の比率（将来世代と現世代との負担の分担は適切か） 
 

  
 

   R6 R5 R4  R5類似団体 

 
④ 純資産比率 ％ 78.9 79.0 75.9 74.0 

⑤ 将来世代負担比率 ％ 10.9 10.9 12.5 16.0 

      

Ⅲ 行政コストの状況（行政サービスは効率的に提供されているか） 
 

  
 

   R6 R5 R4  R5類似団体 

 
⑥ 住民一人当たり行政コスト 千円 395 364 350 385 

      

Ⅳ 負債の状況（財政に持続可能性があるか） 
 

  
 

   R6 R5 R4  R5類似団体 

 
⑦ 住民一人当たり負債額 千円 302 304 312 437 

⑧ プライマリーバランス 千円 617,124 3,826,752 5,224,050 2,934,178 

      

Ⅴ 受益者負担の状況（受益者負担の水準はどうなっているか） 
 

  
 

   R6 R5 R4  R5類似団体 

 
⑨ 受益者負担比率 ％ 4.1 5.9 5.1 4.9 

 

【 備 考 】 

類似団体欄については、「施行時特例市のうち、第２次産業人口割合が３０％以上」を基準

とし、伊勢崎市、長岡市、上越市、富士市、四日市市、加古川市に本市を含めた７市の平均と

しています。 

  

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線２３３２ ４７－１８１６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



　２月　２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.7  
●内　容　【　3.連絡事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　 文化スポーツ部長　氏名　武藤　光幸　 内線（TEL）3600　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

エアリスベース開館１周年記念イベントの開催について 

 

【 目 的 】 

　エアリスベース開館１周年を記念してイベントを開催し、市内西地区における賑わいの創出

を図るものです。 

　 

【 概 要 】 

　１　日 　 時　　令和８年３月１５日（日）午前１０時から午後３時 

 

　２　場 　 所　　エアリスベース（太田市新田金井町６番地１） 

　　　　　　　　　　エアリススケートパーク太田（太田市金井町２６番地１） 

 

　３　内 　 容　　《館内》 

　　　　　　　　　　多目的室にて、人形劇・映画観賞会を実施。 

　　　　　　　　　　保健センターエリアにて、健康フェアの開催。 

　　　　　　　　　　《屋外》 

　　　　　　　　　　駐車場エリアにてシティマーケットの開催　※雨天中止 

　　　　　　　　　　エアリススケートパークにてイベントを実施。 

　　　 

　※当日の図書館、西サービスセンターは通常開館 

　　図書館：午前９時から午後５時 

　　西サービスセンター：午前９時から午後５時４５分 

　 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　文化スポーツ部　エアリスベース　図書館管理係　 

内線１１５８ 

５７－２６７６　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



　２月２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No. ８ 

●内　容　【　3.連絡事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　 文化スポーツ部長　　氏名　武藤　光幸　 内線３６００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

　「上州太田スバルマラソン」参加料及び定員の改定について 

 

【 目 的 】 

　「上州太田スバルマラソン」にかかる大会運営コストの継続的な上昇、またエントリー実績

より導かれるランナーの要望に応えることを目的に、参加料及び定員の改定を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１　参加料の改定 

　　　安全で快適な大会運営の水準が高度化しており、警備、運営スタッフ体制の安定及び 

強化における大会満足度向上のために、一般の参加料を一部改定します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（―は改定なし） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　２　定員の改定　 

　　　過去のエントリー実績、推移を踏まえ、ハーフマラソン及び２ｋｍの定員を見直します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（―は改定なし） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　文化スポーツ部　スポーツ振興課　スポーツ係　外線６０－４１２３

 種目（種別） 現　行 改定後
 ハーフマラソン（ 一　般 ） ３，５００円 ４，５００円
 ハーフマラソン（ 高校生 ） ３，５００円 ―
 　　１０ｋｍ　（ 一　般 ） ３，０００円 ４，０００円
 　　１０ｋｍ　（ 高校生 ） １，０００円 ―
  　　 ５ｋｍ　（ 一　般 ） ３，０００円 ４，０００円
  　　 ５ｋｍ　（ 高校生 ） １，０００円 ―
   　　５ｋｍ　（ 中学生 ） 　　５００円 ―
  　　 ２ｋｍ　（ 小学生 ） 　　５００円 ―

 種  目 現　行 改定後
 ハーフマラソン １，２００人 １，３００人
 １０ｋｍ １，３００人 ―
   ５ｋｍ 　　８００人 ―
   ２ｋｍ １，０００人 　　９００人



　２月 ２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.９ 

●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後 】 

　　　　　　　　　　　健康医療部長　氏名　大沢　英利　 内線（TEL）３４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

後期高齢者医療保険料率の改定について 

 

【 目 的 】 

　群馬県後期高齢者医療広域連合において、令和８年度の後期高齢者医療保険料率を見直すも

のです。 

 

【 概 要 】 

　１　改定理由 

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に

応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、２年ごとに見直されます。令

和８年度から子ども・子育て支援金分が新設されます。 

　 

２　改定内容 

（１）保険料率の改定 

 

（２）保険料賦課限度額の引き上げ 

 

（３）保険料軽減判定所得の見直し（均等割額の軽減基準） 

　 ※従来（医療分）の７割軽減は、７.２割軽減になります。 

　 ※軽減基準の見直しは、５割軽減及び２割軽減になります。 

 区　分 令和８年度 令和７年度 増　減
 

医療分
均等割額 ５４，６００円 ４９，１００円 ＋５，５００円

 所得割率 ９．７８％ １０．０７％ △０．２９pt
 子ども分 

【新設】

均等割額 １，４００円 － －
 所得割率 ０．２５％ － －

 区　分 令和８年度 令和７年度 増　減
 医療分 ８５万円 ８０万円 ＋５万円
 子ども分【新設】 ２万１千円 － －

 令和８年度 令和７年度
 7.2割 

軽減

43万円＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）

７割 

軽減
43万円＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）
 ５割 

軽減

43万円＋31万円×(被保険者数）＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）

５割 

軽減

43万円＋30万5千円×(被保険者数）＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）
 ２割 

軽減

43万円＋57万円×(被保険者数）＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）

２割 

軽減

43万円＋56万円×(被保険者数）＋ 

10万円×(年金・給与所得者数の数-1）



　　○年間保険料　＝　均等割額　＋　所得割額【（総所得金額等－基礎控除）×所得割率 】 

　　　　　　　　　　※軽減判定に該当する場合は均等割額に反映させます。 

　　　　　　　　　　※基礎控除は、合計所得２，４００万円以下の場合は４３万円です。 

 

３　施行期日　 

令和８年４月１日 

 

　　４　その他　　 

令和８年２月１６日開催の、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和８年第１回定例会

において改正条例が可決されました。 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先　健康医療部　医療年金課　後期高齢者保険料係　内線2575　47-1926ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



　２月２４日　庁議提出案件 　　　　　　　　　   資料No.10 
●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後 】 
 

都市政策部長　氏名　田村　克弘　　内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市空家等対策計画の期間延長について 

 

【 目 的 】 

近年、人口減少や高齢化、居住形態の多様化などわたしたちの暮らす社会は構造的な変

化に直面しており、空家等が地域課題の一つとなっています。本市では、平成２８年度に

「太田市空家等対策計画」を策定し、令和２年度に５年間延長しました。本年度、計画の

期間が満了となるため、さらに期間の延長をするものです。 

 

【 概 要 】 

１．計画の対象 

　　　　太田市の全域の空き家及びその敷地 

 

　  ２．主な対策 

　　①発生抑制    　　問題意識の啓発、住宅リフォーム支援事業や木造住宅耐震改修補

助事業などの活用    

    ②利活用の促進　　太田市空き家バンク制度の活用、空家除却補助事業 

　　③管理不全な空家等の解消　 

判定基準に基づく特定空家等の指定、空家除却補助事業の活用 

 

　　３．計画の期間 

　　　　令和８年度から令和１２年度までの５年間 

 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先　　 

都市政策部　まちづくり推進課　空家対策係　内線２８２３　４７－１８４３　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　資料No.１１　　 

●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　産業環境部長　氏名　笠原　淳一 　 内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和７年度　ＯＴＡＣＯ２０％上乗せキャンペーン事業の実施結果について 

 

【 目 的 】 

長引く物価高騰により落ち込んだ消費の下支えのため、太田市デジタル金券（ＯＴＡ

ＣＯ）を活用して消費者および事業者の支援を目的とした２０％上乗せキャンペーン

事業の実施結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

　１　・内　　　　容　　期間中のチャージ購入に対してキャンペーンポイントを付与 

　・実 施 期 間　　令和７年１２月２１日（日）から令和８年１月１６日（金） 

　・対 象 者　　スマートフォンアプリ会員及び専用磁気カード会員 

　・購入限度額　　２０，０００円（期間中１人当たり） 

　・付 与 率　　２０％ 

　・付 与 上 限　　４，０００ポイント（期間中１人あたり） 

　　　・事 業 費　　１，４４０，０００，０００円 

　・使 用 期 限　　上乗せポイント分：令和８年２月２８日（土）　　　　　　　　　　　　

チャージ購入分　：令和９年２月２８日（日） 

 ２　実施結果 

　　　・発 行 総 額　　１，４０５，７３５，２００円 

　　　　　　　　　　　　（内訳）　販売額　　　１，１７１，４４６，０００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　付与ポイント　　２３４，２８９，２００円 

　　　・販 売 件 数　　６０，６５２件 

　　　・発 行 率　　９７．６２％ 

　　　　 

３　利用状況（令和８年１月３１日現在） 

　　　・利 用 金 額　　８９９，４９６，１５５円 

　　　・利 用 率　　６３．９８％ 

　　　 

　　 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　産業環境部　産業政策課　商業係　内線2635　47-1834　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月２４日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　資料No.１２　　 

●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　産業環境部長　氏名　笠原　淳一 　 内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

市内経済活性化事業（食料品等購入支援）の実施結果について 

 

【 目 的 】 

長引く物価高騰により、市民生活の中でも最も影響を受けている食料品等の支援を目

的に、全市民へ太田市デジタル金券ＯＴＡＣＯ（定額カード）を配布した事業の実施

結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

　１　・対 象 者　　　全市民（令和７年８月１日時点で太田市に住民登録のある者 

２２２，７００人） 

　・事 業 内 容　　   一人当たり太田市デジタル金券ＯＴＡＣＯ（定額カード） 

５，０００円分を世帯ごとに配布 

　　　・世 帯 数　　　１０４，３１６戸（令和７年８月１日時点） 

　・実 施 期 間　　　令和７年１０月～令和８年１月 

　・使 用 期 限　　　令和８年２月２８日（土） 

　　　 

２　実施結果 

　　　・発 行 総 額　 　 １，１１３，５００，０００円 

　　　・受 取 率　　　９５．３９％ 

　　　　　　 

３　利用状況（令和８年１月３１日現在） 

　　　・利 用 金 額　　  ９１６，６７９，４７１円 

　　　・利 用 率　　  ８２．３２％ 

　　 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　産業環境部　産業政策課　商業係　内線2635　47-1834　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ


